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旅客船第三あんえい号旅客負傷事故及び旅客船第三十八あんえい号 

旅客負傷事故に係る勧告について 

 

平成２４年６月２４日及び２６日、沖縄県竹富町仲間港南方及び南南西方沖にお

いて、旅客船の旅客負傷事故が２件発生した。 

１件目の事故は、第三あんえい号が、仲間港南方沖において、波高約２～２.５ｍ

の南からの連続した波を左舷船首方から受けて速力約１５～２２knで南南西進中、

第三あんえい号において、旅客を比較的船体動揺の小さい後方座席へ誘導せず、ま

た、有限会社安栄観光において、旅客がシートベルトを適切に着用できる措置を講

じていなかったため、船体が上下に動揺した際、前部客室前方にシートベルトを着

用せずに着席していた旅客が、座席から身体が浮いて臀部から座席に落下した衝撃

で腰椎を圧迫骨折したことにより発生したものと考えられる。 

また、２件目の事故は、第三十八あんえい号が、仲間港南南西方沖において、波

高約１.５ｍの南南東方からの連続した波を左舷船首に受けて速力約１５～２０kn

で南南西進中、第三十八あんえい号において、旅客を比較的船体動揺の小さい後方

座席へ誘導せず、また、有限会社安栄観光において、旅客がシートベルトを適切に

着用できる措置を講じていなかったため、船首が波高約２.０ｍの波頂に乗って波間

に落下した際、旅客が、座席から身体が浮いて臀部から座席に落下した衝撃で腰椎

を圧迫骨折したことにより発生したものと考えられる。 

これら２件の事故において、負傷した旅客に対し、比較的船体動揺の小さい後方

座席への誘導及び負傷した旅客がシートベルトを適切に着用できる措置を講じてい

なかったのは、有限会社安栄観光が、乗組員等に対して荒天時安全運航マニュアル

の遵守を徹底していなかったことによるものと考えられる。 

有限会社安栄観光に対しては、本事故後、内閣府沖縄総合事務局運輸部から、今

後かかる事態の再発防止と輸送の安全確保を図るため、事故防止対策の実施の徹底



などについて既に指導が行われているところであるが、小型高速船の運航事業者に

対し、荒天時安全運航マニュアルの遵守の徹底に関する更なる指導を行うとともに、

同マニュアルにおける後方座席への誘導及びシートベルトの着用を徹底する指導を

行う必要があるものと考えられる。 

このことから、当委員会は、本事故調査の結果を踏まえ、旅客の輸送の安全を確

保するため、運輸安全委員会設置法第２６条第１項の規定に基づき、下記のとおり

勧告する。 

 

記 

 

小型高速船の運航事業者に対し、荒天時安全運航マニュアルの遵守を徹底するこ

とについて、改めて指導を行うこと。 

特に、荒天時安全運航マニュアルの内容に関する次の事故防止策については、実

施の徹底を図るように指導を行うこと。 

(1) 旅客を比較的船体動揺の小さい後方座席へ誘導すること。 

(2) シートベルト装備船については、船内巡視などにより、シートベルトの適切

な着用の確認を確実に行い、旅客のシートベルトの適切な着用を確保すること。 

 

 


